
岩倉市空き家除却補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、空き家の除却を促進し、土地の利活用を図るため、

市内に存在する空き家の除却を行う者に対して、予算の範囲内において、

岩倉市空き家除却補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関

し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の定義は、次に掲げるもののほか、

岩倉市民間木造住宅耐震改修費等補助事業補助金交付要綱（平成１５年

４月１日施行。以下「耐震要綱」という。）第２条の定めるところによ

る。 

(1) 旧基準木造住宅 

昭和５６年５月３１日以前に着工され、固定資産課税台帳に昭和 

５７年１月１日以前に登録されていたもの又は建築確認通知書等で

建築確認通知日が昭和５６年５月３１日以前であったことを確認で

きるもので、２階建て以下の個人所有の木造住宅（在来軸組構法及び

伝統構法の戸建て、長屋、併用住宅及び共同住宅（店舗等の用途を兼

ねるもの（店舗等の用途に供する部分の床面積が、延べ床面積の２分

の１未満のものに限る。）を含む。）で、持家・貸家を問わない。以下

同じ。）をいう。 

(2) 木造住宅耐震診断 

岩倉市が実施する無料耐震診断（愛知県木造住宅耐震診断員登録要

綱第２条第３号に規定する木造住宅耐震診断に限る。）をいう。 

(3) 判定値 

次のいずれかに該当する場合をいう。 

ア 改訂愛知県木造住宅耐震診断マニュアルによる判定値 

イ 財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強

方法」の一般診断法又は精密診断法による評点 

(4) 解体工事 

地震による倒壊等の被害の防止を目的として実施する旧基準木造

住宅の１棟全てを解体する工事をいう。 

(5) 空き家 

居住その他の使用がされていない旧基準木造住宅をいう。ただし、

震災、風水害、火災その他これらに類する災害に起因し、居住等がさ

れなくなったものを除く。 

（補助の対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の全てを満たす者と

する。 



(1) 空き家の所有者（空き家の所有者から当該空き家の除却について同

意を得たその敷地の所有者を含む。） 

(2) 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１条第１項１４号に規定

する徴収金（市町村が徴収するものに限る。）を滞納していない者 

(3) 岩倉市暴力団排除条例（平成２４年岩倉市条例第２２号）第２条第

１号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）若しくは同条第２号

に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団若しくは

暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（補助の対象） 

第４条 補助の対象となる工事（以下「補助対象工事」という。）は、木造

住宅耐震診断において判定値が０．７未満と診断され、又は「住宅・建

築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐

震診断について（技術的助言）」（令和６年１月３０日付け国住市第４０

号）により、倒壊の危険性があると判断された旧基準木造住宅を解体し、

運搬し又は処分する解体工事とする。ただし、居住用として使用してい

た延べ床面積３０㎡以上の住宅で、建設工事に係る資材の再資源化等に

関する法律（平成１２年法律第１０４号）に基づき適正な分別解体、再

資源化等を実施するものに限る。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、補助対象工事に要する費用（以下「補助対象工事

費」という。）の２３％の額（その額に千円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てた額）とし、６０万円を限度とする。 

２ 補助金の交付は、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第

１条第１号に規定する敷地ごとに１回限りとする。 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

補助対象工事に着手する前に、空き家除却補助金交付申請書（様式第１）

に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

(1) 木造住宅耐震診断結果報告書等の写し又は容易な耐震診断調査票 

(2) 補助対象工事費の見積書（工事内容が分かる明細及び施工業者の記

名があるものに限る。） 

(3) 当該空き家の案内図、配置図、平面図及び現況写真 

(4) 第３条第１号に規定する所有者の同意を得て空き家を除却する者

にあっては、同意書（様式第２） 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 交付申請書は、申請する年度の１２月３１日までに提出しなければな

らない。 

（補助金の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、当該申請



に係る書類等を審査し、必要に応じて調査等を行い、補助金を交付する

ことが適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をし、

空き家除却補助金交付決定通知書（様式第３）により申請者に通知する

ものとする。 

（申請内容の変更等） 

第８条 補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補助対象者」という。）

は、その申請の内容の変更又は中止をしようとするときは、次条に規定

する完了実績報告までに、空き家除却補助金交付決定変更等申請書（様

式第４）に当該変更又は中止の内容を確認できる書類を添えて、市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による変更又は中止の申請があったときは、当該

申請に係る書類等を審査し、必要に応じて調査等を行い、変更又は中止

を認めたときは、空き家除却補助金交付決定（変更・中止）通知書（様

式第５）により補助対象者に通知するものとする。 

 （完了実績報告） 

第９条 補助対象者は、補助対象工事が完了したときは、完了の日から起

算して３０日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する

年度の１月末日のいずれか早い期日までに、空き家除却完了実績報告書

（様式第６。以下「実績報告書」という。）に次に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象工事に要する費用に係る領収書（施工業者の発行したもの

に限る。）の写し 

(2) 補助対象工事の完了後の写真 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、

当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて調査等を行い、適正と認

めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、空き家除却補助金確定通

知書（様式第７）により補助対象者に通知するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１１条 補助対象者は、前条の規定による通知を受けた日から起算して

１５日以内に、空き家除却補助金交付請求書（様式第８。以下「請求書」

という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による請求書に基づき、補助対象者に補助金を交

付するものとする。 

（決定の取消し） 

第１２条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。 

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により交付の決定又は交付を受けた



とき。 

(2) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件その他法令又はこの

要綱に違反したとき。 

(3) 第９条に規定する期日までに、実績報告書が提出されなかったとき。 

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 市長は、前項の取消しをしたときは、空き家除却補助金交付決定取消

通知書（様式第９）により補助対象者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１３条 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定を取り消

した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付さ

れているときは、期限を定めて交付決定者にその返還を命ずるものとす

る。 

（雑則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 


